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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体の走行軌跡に沿って登録された複数の走路データであって、かつ移動体に搭載さ
れたセンサから得られた周辺環境情報に基づき生成された複数の走路データを蓄積したデ
ータベースに基づいて、対応する前記走路データの各々について、前記走路データと他の
走路データとのペアの各々に対し、前記ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、前
記ペアの各々に対して算出された前記相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路デ
ータと、複数の走路データに応じて算出された基準となる走路データとの間の相対位置関
係を表す変形量を推定する相対関係推定手段と、
　前記複数の走路データの各々を、前記相対関係推定手段によって前記走路データについ
て推定された、前記基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変
形させ、変形した前記複数の走路データを統合して、地図データに登録する統合手段と、
　を含む地図生成装置であって、
　前記相対関係推定手段は、前記ペアの各々に対して算出された前記相対位置関係を表す
変形量を平均して、前記基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定
する、
　地図生成装置。
【請求項２】
　移動体の走行軌跡に沿って登録された複数の走路データであって、かつ移動体に搭載さ
れたセンサから得られた周辺環境情報に基づき生成された複数の走路データを蓄積したデ
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ータベースに基づいて、対応する前記走路データの各々について、前記走路データと他の
走路データとのペアの各々に対し、前記ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、前
記ペアの各々に対して算出された前記相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路デ
ータと、複数の走路データに応じて算出された基準となる走路データとの間の相対位置関
係を表す変形量を推定する相対関係推定手段と、
　前記複数の走路データの各々を、前記相対関係推定手段によって前記走路データについ
て推定された、前記基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変
形させ、変形した前記複数の走路データを統合して、地図データに登録する統合手段と、
を含む地図生成装置であって、
　分類手段と全体関係推定手段とを更に含み、
　前記分類手段は、対応する前記走路データの各々を、前記走路データが表す路面の位置
に応じて分類し、
　前記相対関係推定手段は、前記分類手段によって分類された前記走路データの分類毎に
、前記分類に属する前記走路データの各々について、前記走路データと他の走路データと
のペアの各々に対し、前記走路データの部分画像毎に、前記ペア間の前記部分画像の相対
位置関係を表す変形量を算出し、前記ペアの各々に対して算出された前記部分画像の前記
相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路データの部分画像毎に、前記走路データ
と、前記基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定し、前記走路デ
ータを、前記推定された変形量に応じて変形させ、
　前記全体関係推定手段は、前記走路データの各々について、分類毎に、前記変形させた
走路データと、前記分類に分類され、かつ、前記変形させた他の走路データとのペアの各
々に対し、前記ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、前記ペアの各々に対して算
出された前記相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路データと、複数の走路デー
タに応じて算出された全体の基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を
推定し、
　前記統合手段は、前記部分画像毎に、前記複数の走路データの各々の前記部分画像を、
前記相対関係推定手段によって前記走路データの部分画像について推定された、前記基準
となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量、及び前記全体関係推定手段によっ
て前記走路データについて推定された、前記全体の基準となる走路データとの間の相対位
置関係を表す変形量に応じて変形させ、変形した前記複数の走路データの前記部分画像を
統合して、地図データに登録する、
　地図生成装置。
【請求項３】
　前記相対関係推定手段は、前記走路データと他の走路データとのペアの各々に対し、前
記走路データの部分画像毎に、前記ペア間の前記部分画像の相対位置関係を表す変形量を
算出し、前記ペアの各々に対して算出された前記部分画像の前記相対位置関係を表す変形
量に基づいて、前記走路データの部分画像毎に、前記走路データと、前記基準となる走路
データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定し、
　前記統合手段は、前記部分画像毎に、前記複数の走路データの各々の前記部分画像を、
前記相対関係推定手段によって前記走路データの部分画像について推定された、前記基準
となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させ、変形した前記複
数の走路データの前記部分画像を統合して、地図データに登録する
　請求項１に記載の地図生成装置。
【請求項４】
　前記全体関係推定手段は、前記分類手段によって分類された前記分類に属する前記走路
データの数に応じて、前記全体の基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形
量を推定する
　請求項２に記載の地図生成装置。
【請求項５】
　前記移動体の位置情報及び運動情報を取得する車両状態検出手段によって取得された前
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記移動体の位置情報及び運動情報に基づいて、前記移動体の走行軌跡を生成する走行軌跡
生成手段を更に含み、
　前記データベースは、前記走行軌跡生成手段によって生成された前記移動体の走行軌跡
に沿って登録された前記複数の走路データを蓄積する
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載の地図生成装置。
【請求項６】
　前記走路データは、前記移動体の走行軌跡に沿って登録された路面を表す路面画像であ
って、かつ前記移動体に搭載されたセンサから得られた周辺環境情報に基づき生成された
路面画像である請求項１～請求項５の何れか１項に記載の地図生成装置。
【請求項７】
　前記走路データは、前記移動体の走行軌跡に沿って登録された３次元点群データであっ
て、かつ前記移動体に搭載されたセンサから得られた周辺環境情報に基づき生成された３
次元点群データである請求項１～請求項５の何れか１項に記載の地図生成装置。
【請求項８】
　コンピュータを
　移動体の走行軌跡に沿って登録された複数の走路データであって、かつ移動体に搭載さ
れたセンサから得られた周辺環境情報に基づき生成された複数の走路データを蓄積したデ
ータベースに基づいて、対応する前記走路データの各々について、前記走路データと他の
走路データとのペアの各々に対し、前記ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、前
記ペアの各々に対して算出された前記相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路デ
ータと、複数の走路データに応じて算出された基準となる走路データとの間の相対位置関
係を表す変形量を推定する相対関係推定手段、及び
　前記複数の走路データの各々を、前記相対関係推定手段によって前記走路データについ
て推定された、前記基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変
形させ、変形した前記複数の走路データを統合して、地図データに登録する統合手段
　として機能させるためのプログラムであって、
　前記相対関係推定手段は、前記ペアの各々に対して算出された前記相対位置関係を表す
変形量を平均して、前記基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定
する、
　プログラム。
【請求項９】
　移動体の走行軌跡に沿って登録された複数の走路データであって、かつ移動体に搭載さ
れたセンサから得られた周辺環境情報に基づき生成された複数の走路データを蓄積したデ
ータベースに基づいて、対応する前記走路データの各々について、前記走路データと他の
走路データとのペアの各々に対し、前記ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、前
記ペアの各々に対して算出された前記相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路デ
ータと、複数の走路データに応じて算出された基準となる走路データとの間の相対位置関
係を表す変形量を推定する相対関係推定手段、
　前記複数の走路データの各々を、前記相対関係推定手段によって前記走路データについ
て推定された、前記基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変
形させ、変形した前記複数の走路データを統合して、地図データに登録する統合手段、
　分類手段、及び
　全体関係推定手段
　として機能させるためのプログラムであって、
　前記分類手段は、対応する前記走路データの各々を、前記走路データが表す路面の位置
に応じて分類し、
　前記相対関係推定手段は、前記分類手段によって分類された前記走路データの分類毎に
、前記分類に属する前記走路データの各々について、前記走路データと他の走路データと
のペアの各々に対し、前記走路データの部分画像毎に、前記ペア間の前記部分画像の相対
位置関係を表す変形量を算出し、前記ペアの各々に対して算出された前記部分画像の前記
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相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路データの部分画像毎に、前記走路データ
と、前記基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定し、前記走路デ
ータを、前記推定された変形量に応じて変形させ、
　前記全体関係推定手段は、前記走路データの各々について、分類毎に、前記変形させた
走路データと、前記分類に分類され、かつ、前記変形させた他の走路データとのペアの各
々に対し、前記ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、前記ペアの各々に対して算
出された前記相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路データと、複数の走路デー
タに応じて算出された全体の基準となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を
推定し、
　前記統合手段は、前記部分画像毎に、前記複数の走路データの各々の前記部分画像を、
前記相対関係推定手段によって前記走路データの部分画像について推定された、前記基準
となる走路データとの間の相対位置関係を表す変形量、及び前記全体関係推定手段によっ
て前記走路データについて推定された、前記全体の基準となる走路データとの間の相対位
置関係を表す変形量に応じて変形させ、変形した前記複数の走路データの前記部分画像を
統合して、地図データに登録する、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地図生成装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両が道路を走行しながら路面の撮影と撮影地点の位置情報との取得を行う
技術が知られている（特許文献１）。特許文献１に記載の技術では、画像変換により道路
を真上から見た画像に変換し、撮影地点の座標に基づいて変換画像を連結することで路面
画像を生成する。また、位置の異なる複数の路面画像の対応点が一致するように、位置精
度が高い路面画像の位置に合わせて路面画像を平行移動することにより、路面地図を生成
する。
【０００３】
　また、複数の車両の走行により画像データ、測距データ、測位データを取得し、蓄積す
る技術が知られている（特許文献２）。特許文献２に記載の技術では、蓄積されたデータ
から同一地点を撮影した画像を持つデータを抽出し、画素値の分散に基づき移動物体を含
まない撮影画像を含むデータを特定し、３次元地図データを生成する。
【０００４】
　また、車両に搭載された測距センサにより走行可能領域を検出し、位置情報、路面標示
特徴とともにサーバへ送信する技術が知られている（特許文献３）。特許文献３に記載の
技術では、サーバでは、位置情報、および路面標示特徴に基づいて受信された走行可能領
域と地図データベースとを統合し、走行可能領域地図の更新を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１７５７５６号公報
【特許文献２】特開２０１２－１５５６６０号公報
【特許文献３】特開２０１４－２２８６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の特許文献１に記載の技術のように、路面画像の対応点が一致するように異なる複
数の路面画像を位置合わせするためには、撮影地点の位置情報が高精度である必要があり
、通常のナビ用ＧＰＳの精度では十分でないという問題がある。
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【０００７】
　また、上記の特許文献１に記載の技術では、位置情報と画像の相関に基づいて、同位置
のデータを検出して、３次元地図の登録を行う。また、上記の特許文献３に記載の技術で
は、位置情報と測距センサにより得られる特徴物とに基づき、地図データベースとの位置
合わせを行う。上記の特許文献１及び上記特許文献３の技術では、地図に登録される位置
情報は、車両の走行データのいずれか、または地図に事前に登録されている位置となる。
広域の地図を大きなずれなく生成するためには、地図に登録する絶対位置情報の精度は高
くなければならないが、上記の特許文献１及び上記特許文献３の技術では、高精度な絶対
位置を決めることが難しい、または事前に高精度な計測を行い、地図を生成しなければな
らないという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記の事情を鑑みてなされたもので、車両の絶対位置について計測誤差が発
生している場合であっても、精度よく地図データを生成することができる地図生成装置及
びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る地図生成装置は、移動体の走行軌跡に沿って
登録された複数の走路データであって、かつ移動体に搭載されたセンサから得られた周辺
環境情報に基づき生成された複数の走路データを蓄積したデータベースに基づいて、対応
する前記走路データの各々について、前記走路データと他の走路データとのペアの各々に
対し、前記ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、前記ペアの各々に対して算出さ
れた前記相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路データと、基準となる仮想的な
走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定する相対関係推定手段と、前記複数
の走路データの各々を、前記相対関係推定手段によって前記走路データについて推定され
た、前記基準となる仮想的な走路データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形
させ、変形した前記複数の走路データを統合して、地図データに登録する統合手段と、を
含んで構成されている。
【００１０】
　また、本発明のプログラムは、コンピュータを移動体の走行軌跡に沿って登録された複
数の走路データであって、かつ移動体に搭載されたセンサから得られた周辺環境情報に基
づき生成された複数の走路データを蓄積したデータベースに基づいて、対応する前記走路
データの各々について、前記走路データと他の走路データとのペアの各々に対し、前記ペ
ア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、前記ペアの各々に対して算出された前記相対
位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路データと、基準となる仮想的な走路データと
の間の相対位置関係を表す変形量を推定する相対関係推定手段、及び前記複数の走路デー
タの各々を、前記相対関係推定手段によって前記走路データについて推定された、前記基
準となる仮想的な走路データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させ、変形
した前記複数の走路データを統合して、地図データに登録する統合手段として機能させる
ためのプログラムである。
【００１１】
　本発明に係る地図生成装置によれば、相対関係推定手段によって、移動体の走行軌跡に
沿って登録された路面を表す複数の走路データであって、かつ移動体に搭載されたセンサ
から得られた周辺環境情報に基づき生成された複数の走路データを蓄積したデータベース
に基づいて、対応する走路データの各々について、走路データと他の走路データとのペア
の各々に対し、ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、ペアの各々に対して算出さ
れた相対位置関係を表す変形量に基づいて、走路データと、基準となる仮想的な走路デー
タとの間の相対位置関係を表す変形量を推定する。
【００１２】
　そして、統合手段によって、複数の走路データの各々を、相対関係推定手段によって走
路データについて推定された、基準となる仮想的な走路データとの間の相対位置関係を表
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す変形量に応じて変形させ、変形した複数の走路データを統合して、地図データに登録す
る。
【００１３】
　このように、移動体の走行軌跡に沿って登録された路面を表す複数の走路データであっ
て、かつ移動体に搭載されたセンサから得られた周辺環境情報に基づき生成された複数の
走路データを蓄積したデータベースに基づいて、対応する走路データの各々について、当
該走路データと他の走路データとのペアの各々に対し、当該ペア間の相対位置関係を表す
変形量を算出し、ペアの各々に対して算出された相対位置関係を表す変形量に基づいて、
走路データと、基準となる仮想的な走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定
し、複数の走路データの各々を、走路データについて推定された、基準となる仮想的な走
路データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させ、変形した複数の走路デー
タを統合して、地図データに登録することにより、車両の絶対位置について計測誤差が発
生している場合であっても、精度よく地図データを生成することができる。
【００１４】
　また、本発明の前記相対関係推定手段は、前記ペアの各々に対して算出された前記相対
位置関係を表す変形量を平均して、前記基準となる仮想的な走路データとの間の相対位置
関係を表す変形量を推定するようにすることができる。
【００１５】
　また、本発明の前記相対関係推定手段は、前記走路データと他の走路データとのペアの
各々に対し、前記走路データの部分画像毎に、前記ペア間の前記部分画像の相対位置関係
を表す変形量を算出し、前記ペアの各々に対して算出された前記部分画像の前記相対位置
関係を表す変形量に基づいて、前記走路データの部分画像毎に、前記走路データと、前記
基準となる仮想的な走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定し、前記統合手
段は、前記部分画像毎に、前記複数の走路データの各々の前記部分画像を、前記相対関係
推定手段によって前記走路データの部分画像について推定された、前記基準となる仮想的
な走路データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させ、変形した前記複数の
走路データの前記部分画像を統合して、地図データに登録するようにすることができる。
【００１６】
　また、本発明は、分類手段と全体関係推定手段とを更に含み、前記分類手段は、対応す
る前記走路データの各々を、前記走路データが表す路面の位置に応じて分類し、前記相対
関係推定手段は、前記分類手段によって分類された前記走路データの分類毎に、前記分類
に属する前記走路データの各々について、前記走路データと他の走路データとのペアの各
々に対し、前記ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、前記ペアの各々に対して算
出された前記相対位置関係を表す変形量に基づいて、前記走路データと、基準となる仮想
的な走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定し、前記走路データを、前記推
定された変形量に応じて変形させ、前記全体関係推定手段は、前記走路データの各々につ
いて、分類毎に、前記変形させた走路データと、前記分類に分類され、かつ、前記変形さ
せた他の走路データとのペアの各々に対し、前記ペア間の相対位置関係を表す変形量を算
出し、前記ペアの各々に対して算出された前記相対位置関係を表す変形量に基づいて、前
記走路データと、全体の基準となる仮想的な走路データとの間の相対位置関係を表す変形
量を推定し、前記統合手段は、前記複数の走路データの各々を、前記相対関係推定手段に
よって前記走路データについて推定された、前記基準となる仮想的な走路データとの間の
相対位置関係を表す変形量、及び前記全体関係推定手段によって前記走路データについて
推定された、前記全体の基準となる仮想的な走路データとの間の相対位置関係を表す変形
量に応じて変形させ、変形した前記複数の走路データを統合して、地図データに登録する
ようにすることができる。
【００１７】
　また、本発明の前記全体関係推定手段は、前記分類手段によって分類された前記分類に
属する前記走路データの数に応じて、前記全体の基準となる仮想的な走路データとの間の
相対位置関係を表す変形量を推定するようにすることができる。
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【００１８】
　また、本発明は、前記移動体の位置情報及び運動情報を取得する車両状態検出手段によ
って取得された前記移動体の位置情報及び運動情報に基づいて、前記移動体の走行軌跡を
生成する走行軌跡生成手段を更に含み、前記データベースは、前記走行軌跡生成手段によ
って生成された前記移動体の走行軌跡に沿って登録された前記複数の走路データを蓄積す
るようにすることができる。
【００１９】
　また、本発明は、前記走路データは、前記移動体の走行軌跡に沿って登録された路面を
表す路面画像であって、かつ前記移動体に搭載されたセンサから得られた周辺環境情報に
基づき生成された路面画像であるようにすることができる。
【００２０】
　また、本発明は、前記走路データは、前記移動体の走行軌跡に沿って登録された３次元
点群データであって、かつ前記移動体に搭載されたセンサから得られた周辺環境情報に基
づき生成された３次元点群データであるようにすることができる。
【００２１】
　なお、本発明のプログラムを記憶する記憶媒体は、特に限定されず、ハードディスクで
あってもよいし、ＲＯＭであってもよい。また、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤディスク、光磁気
ディスクやＩＣカードであってもよい。更にまた、該プログラムを、ネットワークに接続
されたサーバ等からダウンロードするようにしてもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、本発明の地図生成装置及びプログラムによれば、移動体の走行軌
跡に沿って登録された路面を表す複数の走路データであって、かつ移動体に搭載されたセ
ンサから得られた周辺環境情報に基づき生成された複数の走路データを蓄積したデータベ
ースに基づいて、対応する走路データの各々について、当該走路データと他の走路データ
とのペアの各々に対し、当該ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、ペアの各々に
対して算出された相対位置関係を表す変形量に基づいて、走路データと、基準となる仮想
的な走路データとの間の相対位置関係を表す変形量を推定し、複数の走路データの各々を
、走路データについて推定された、基準となる仮想的な走路データとの間の相対位置関係
を表す変形量に応じて変形させ、変形した複数の走路データを統合して、地図データに登
録することにより、車両の絶対位置について計測誤差が発生している場合であっても、精
度よく地図データを生成することができる、という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る地図生成装置を示すブロック図である。
【図２】路面画像の一例を示す図である。
【図３】走行経路に応じて分類された路面画像の一例を示す図である。
【図４】路面画像間の対応関係を表す図である。
【図５】路面画像の部分画像間の対応関係を表す図である。
【図６】分類が異なる路面画像間における対応関係を表す図である。
【図７】統合された路面画像を表す図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態における地図生成処理ルーチンの内容を示すフローチ
ャートである。
【図９】本発明の第１の実施の形態における走行データ分類処理ルーチンの内容を示すフ
ローチャートである。
【図１０】本発明の第１の実施の形態における相対関係推定処理ルーチンの内容を示すフ
ローチャートである。
【図１１】本発明の第１の実施の形態における全体関係推定処理ルーチンの内容を示すフ
ローチャートである。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係る地図生成装置を示すブロック図である。
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【図１３】本発明の第２の実施の形態における地図生成処理ルーチンの内容を示すフロー
チャートである。
【図１４】本発明の第２の実施の形態における相対関係推定処理ルーチンの内容を示すフ
ローチャートである。
【図１５】本発明の第３の実施の形態に係る地図生成装置を示すブロック図である。
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係る地図生成装置の走行データ生成部の構成例を
示すブロック図である。
【図１７】立体物を判定する方法の一例を説明するための図である。
【図１８】本発明の第３の実施の形態で生成する路面画像の一例である。
【図１９】本発明の第４の実施の形態に係る地図生成装置を示すブロック図である。
【図２０】本発明の第４の実施の形態に係る地図生成装置の走行データ生成部の構成例を
示すブロック図である。
【図２１】３次元点群データの部分点群の例を示す図である。
【図２２】部分点群間の相対位置関係を表す変形量の推定例を示す図である。
【図２３】本発明の第４の実施の形態における地図生成処理ルーチンの内容を示すフロー
チャートである。
【図２４】本発明の第４の実施の形態における相対関係推定処理ルーチンの内容を示すフ
ローチャートである。
【図２５】本発明の第４の実施の形態における全体関係推定処理ルーチンの内容を示すフ
ローチャートである。
【図２６】本発明の第５の実施の形態に係る地図生成システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、本実施の形態では
、車両に搭載され、複数の路面画像から地図データを生成する地図生成装置に、本発明を
適用した場合を例に説明する。また、本実施の形態では、移動体が車両である場合を例に
説明する。
【００２５】
［第１の実施の形態］
＜第１の実施の形態に係る地図生成装置１０の構成＞
　図１に示すように、本発明の第１の実施の形態に係る地図生成装置１０は、車両の周辺
環境を計測する外界観測センサ１２と、車両の位置情報及び運動情報を計測する位置・運
動計測センサ１４と、外界観測センサ１２によって取得された周辺環境情報と、位置・運
動計測センサ１４によって計測された車両の位置情報及び運動情報とに基づいて、地図デ
ータを生成するコンピュータ１６とを備えている。外界観測センサ１２は、センサの一例
である。位置・運動計測センサ１４は、車両状態検出手段の一例である。
【００２６】
　外界観測センサ１２は、各時刻の車両の周辺環境を計測する。外界観測センサ１２とし
ては、例えば、車両周辺の画像を取得するカメラ、車両周辺の距離情報を計測するレーザ
レーダなどを用いることができる。本実施の形態では、外界観測センサ１２としてカメラ
を用いる場合を例に説明する。外界観測センサ１２は、車両の周辺環境情報として、カメ
ラにより撮像した車両の周辺画像を取得する。
【００２７】
　位置・運動計測センサ１４は、車両の位置情報及び運動情報として、各時刻の車両の位
置、方位、速度情報を計測する。位置・運動計測センサ１４としては、例えば、ＧＰＳ及
びＩＭＵ（ＩＭＵ：Internal Measurement Unit（慣性計測装置））を用いることができ
る。本実施の形態では、位置・運動計測センサ１４として、ＧＰＳ及びＩＭＵを用いる場
合を例に説明する。
【００２８】
　コンピュータ１６は、ＣＰＵ、後述する地図生成処理ルーチンを実現するためのプログ
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ラムを記憶したＲＯＭ、データを一時的に記憶するＲＡＭ、及びＨＤＤ等の記憶装置で構
成され、機能的には次に示すように構成されている。
【００２９】
　コンピュータ１６は、図１に示すように、位置・運動計測センサ１４によって計測され
た車両の位置、方位、及び速度情報に基づいて、車両の走行軌跡を生成する走行軌跡生成
部１６０と、外界観測センサ１２によって取得された車両の周辺画像と、走行軌跡生成部
１６０によって生成された車両の走行軌跡とに基づいて、車両の走行軌跡に沿った路面を
表す路面画像を生成し、路面画像と走行軌跡との組み合わせを表す走行データを生成する
走行データ生成部１６２と、走行データ生成部１６２によって生成された走行データの各
々を、走行軌跡の位置に対応させて走行データベース１６６に格納する走行データ蓄積部
１６４と、走行データ生成部１６２によって生成された走行データの各々が格納される走
行データベース１６６と、各地点に対し、走行データベース１６６に格納された当該地点
の走行データの各々を、路面画像が表す路面の位置に応じて分類する走行データ分類部１
６８と、各地点に対し、分類毎に、当該分類に属する走行データの各々について、路面画
像と基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量を推定する相対関係
推定部１７０と、各地点に対し、当該地点の走行データの各々について、路面画像と全体
の基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量を推定する全体関係推
定部１７２と、走行データベース１６６に格納された走行データの路面画像の各々を、相
対関係推定部１７０によって当該路面画像について推定された変形量、及び全体関係推定
部１７２によって当該路面画像について推定された変形量に応じて変形させ、変形した複
数の路面画像を統合して、地図データベース１７６に登録する走行データ統合部１７４と
、走行データ統合部１７４によって登録された地図データが格納される地図データベース
１７６とを備えている。なお、走行データ統合部１７４は、統合手段の一例であり、走行
データ分類部１６８は、分類手段の一例である。
【００３０】
　走行軌跡生成部１６０は、位置・運動計測センサ１４によって計測された、各時刻の車
両の位置、方位、及び速度情報に基づいて、車両の走行軌跡を生成する。走行軌跡は、各
時刻での車両の位置、方位、速度情報を含む情報である。
【００３１】
　走行データ生成部１６２は、外界観測センサ１２によって取得された各時刻の車両の周
辺画像と、走行軌跡生成部１６０によって生成された車両の走行軌跡とに基づいて、車両
の走行軌跡に沿った路面を表す路面画像を生成し、走行軌跡と組み合わせて、路面画像に
絶対座標を付与する。路面画像は、走路データの一例である。
　具体的には、走行データ生成部１６２は、各時刻の車両の周辺画像について、路面を真
上から見た状態の正射影画像に変換し、走行軌跡の各時刻の位置、方位に基づいて、走行
軌跡に沿って正射影画像を連結した路面画像を生成する。そして、走行データ生成部１６
２は、路面画像と走行軌跡とを組み合わせて、絶対座標が付与された路面画像を表す走行
データを生成する。図２に路面画像の一例を示す。走行データ生成部１６２は、図２（Ａ
）に示すような路面画像を生成する。
【００３２】
　走行データ蓄積部１６４は、走行データ生成部１６２によって生成された走行データの
各々を、後述する走行データベース１６６に格納する。
【００３３】
　走行データベース１６６には、走行データ生成部１６２によって生成された走行データ
の各々が格納される。
【００３４】
　走行データ分類部１６８は、各地点に対し、走行データベース１６６に格納された当該
地点に対応する走行データの各々を、路面画像が表す路面の位置に応じて分類する。
【００３５】
　具体的には、走行データ分類部１６８は、各地点に対し、まず、図２（Ｂ）に示すよう
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に、走行データベース１６６に蓄積された当該地点の各走行データの路面画像を、予め決
められた絶対位置の区画毎に分割し、区画毎に分割された区画路面画像を含む区画走行デ
ータを生成する。
【００３６】
　次に走行データ分類部１６８は、同じ区画の区画走行データを、当該区画走行データに
対応する走行データに含まれる走行軌跡から得られる車両の走行経路に応じて分類する。
図３に、車両の走行経路に応じて分類された区画走行データの区画路面画像の例を示す。
図３では２つの走行経路が示されており、走行データ分類部１６８は、図３に示すように
、車両の走行経路に応じて区画走行データを分類する。
【００３７】
　具体的には、走行データ分類部１６８は、同じ区画の区画走行データの各々について、
同一経路と判定されるものをまとめていき１つの分類として設定する。２つの区画走行デ
ータが同一経路であるか否かの判定は、当該区画走行データに対応する走行データに含ま
れる走行軌跡間の距離、走行方向により判定することができる。例えば、走行データ分類
部１６８は、走行方向が同一であり、かつ走行軌跡間の距離が予め定められた閾値以下で
あるという条件に基づいて、２つの区画走行データが同一経路であるか否かを判定するこ
とができる。また、走行軌跡の絶対位置の誤差が大きく、同一経路の判定が困難である場
合には、区画路面画像の類似性も条件に加えてもよい。
【００３８】
　相対関係推定部１７０は、各地点の各区画に対し、分類毎に、走行データ分類部１６８
によって当該分類に分類された区画走行データの区画路面画像の各々について、当該区画
路面画像と他の区画路面画像とのペアの各々に対し、ペア間の相対位置関係を表す変形量
を算出する。
【００３９】
　走行データベース１６６に格納されている各走行データは、それぞれ絶対位置の誤差を
含んでいるため、同一の走行経路と分類された区画走行データ同士であっても、区画路面
画像の絶対位置は一致しない。また、絶対位置の誤差は、同一の区画走行データ内であっ
ても時刻で異なるため、異なる区画走行データの区画路面画像の形状も完全には一致しな
い。そのため、本実施の形態では、区画走行データ間の相対位置関係は、単一の平行移動
、回転量ではなく、区画路面画像全体の変形量、または複数地点での平行移動、回転量で
表す。
【００４０】
　図４に、同一の分類に属する区画路面画像の各々について、複数の特徴点での対応位置
を求めて、区画路面画像間の相対関係を推定する例を示す。
【００４１】
　図５に、同一の分類に属する区画路面画像の各々について、複数の特徴点での対応を求
める方法の一例を示す。例えば、複数の特徴点での対応を求める方法として、図５に示す
ように、区画路面画像から、走行軌跡に沿って予め定められた間隔、及び予め定められた
大きさで部分画像を抽出し、部分画像毎に、他の区画路面画像とマッチングを行い、対応
関係を求める方法を用いることができる。
【００４２】
　部分画像を用いて対応関係を推定する場合、相対関係推定部１７０は、区画路面画像と
他の区画路面画像とのペアの各々に対し、区画路面画像の部分画像毎に、ペア間の部分画
像の相対位置関係を表す変形量を算出する。そして、相対関係推定部１７０は、区画路面
画像の各々について、ペアの各々に対して算出された部分画像の相対位置関係を表す変形
量に基づいて、当該区画路面画像の部分画像毎に、当該部分画像と、基準となる仮想的な
区画路面画像の部分画像との間の相対位置関係を表す変形量を推定する。
【００４３】
　部分画像毎にマッチングを行う場合、部分画像の中には、図５に示す部分画像３のよう
に、特徴的なパターンを含まない部分画像も存在する。上記図５の部分画像３のように、
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特徴的なパターンを含まない部分画像が存在する場合には、もう一方の区画路面画像での
対応位置を正確に検出することが難しい場合もある。そこで、部分画像の対応関係の連続
性を考慮する方法を用いることができる。部分画像ｉの対応関係を表す変形量をｘｉとし
、部分画像群ｉ＝１，...，ｍの変形量をｘ＝｛ｘ１，... ，ｘｍ｝で表す。このとき、
以下の式（１）に従って、Ｅ（ｘ）を最小化する変形量ｘを推定する。
【００４４】
【数１】

 
【００４５】
　ここで、上記式におけるＣｉ（ｘｉ）は、部分画像ｉの対応関係を変形量ｘｉとした場
合のマッチングコストを表す。マッチングコストは、部分画像ｉと、部分画像ｉを変形量
ｘｉで位置、回転角（形状）を変形したときのもう一方の区画路面画像の部分画像との差
を表す。上記式におけるマッチングコストの計算には画素値の差の絶対値の和などを用い
ることができる。また、マッチングコストを計算する際には、エッジ抽出を行ってから差
分をとるなどの計算を行ってもよい。
【００４６】
　また、上記式におけるＳ（ｘｊ、ｘｊ＋１）は、隣り合う部分画像の変形量ｘｊ、ｘｊ

＋１の差を表す。変形量が平行移動量の場合には、２つの平行移動ベクトルの距離を用い
ることができる。回転も含む変形の場合には、回転量の差との重み付き和を用いることが
できる。
【００４７】
　上記式Ｅ（ｘ）を最小化するように全ての変形量ｘを求めることで、特徴的なパターン
を含むなどマッチングしやすい部分画像では、マッチングコストが小さくなる変形量が選
択され、対応を求めるのが困難な部分画像は隣の部分画像の変形量から変化の少ない、滑
らかに接続されるような変形量が推定される。
【００４８】
　そして、相対関係推定部１７０は、各地点の各区画に対し、分類毎に、当該分類に分類
された区画走行データの区画路面画像の各々について、ペアの各々に対して算出された相
対位置関係を表す変形量に基づいて、当該区画路面画像と、基準となる仮想的な区画路面
画像の部分画像との間の相対位置関係を表す変形量を推定する。
　具体的には、相対関係推定部１７０は、同一分類のすべての区画走行データの区画路面
画像間の相対位置関係が推定されると、当該分類に分類された区画走行データの区画路面
画像の各々について、相対位置関係を表す変形量に基づいて、区画路面画像の部分画像毎
に、当該部分画像と、基準となる仮想的な区画路面画像との間の相対位置関係を表す変形
量を推定する。例えば、区画走行データ１の区画路面画像から区画走行データ２の区画路
面画像への変形量をｘ１，２＝｛ｘ１

１，２，ｘ２
１，２，...，ｘｍ

１，２｝で表し、
同一分類の区画走行データがｋ個あるとすると、相対関係推定部１７０は、区画走行デー
タ１の区画路面画像から基準位置への変形量を、以下の式（２）に従って計算する。なお
、区画路面画像から基準位置への変形量は、区画路面画像と基準となる仮想的な区画路面
画像との間の相対位置関係を表す変形量に対応する。
【００４９】
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【数２】

 
【００５０】
　なお、ｘｉ，ｉ＝｛０，...，０｝とする。上記式（２）によって計算される変形量ｘ
＾１は、すべての区画走行データの区画路面画像の平均を基準位置とするものであり、同
様の方法で他の区画走行データの区画路面画像から基準位置への変形量を計算し、計算さ
れた基準位置への変形量に従い各区画走行データの区画路面画像を変形すると、すべての
区画走行データの区画路面画像が基準位置で一致することになる。
【００５１】
　なお、基準位置への変形量として平均でなく、大きく離れたデータを除いた平均や、絶
対位置の測位精度に基づく重み付き平均などでもよい。
【００５２】
　また、相対関係推定部１７０は、区画路面画像の各々について、当該区画路面画像の部
分画像を、部分画像について推定された、基準となる仮想的な区画路面画像との間の相対
位置関係を表す変形量に応じて変形させる。
【００５３】
　全体関係推定部１７２は、各地点の各区画に対し、分類毎に、走行データ分類部１６８
によって当該分類に分類された区画走行データの区画路面画像の各々について、相対関係
推定部１７０によって変形された区画路面画像と、各分類に分類され、かつ、変形された
他の区画路面画像とのペアの各々に対し、ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出する
。
【００５４】
　図６に、全体関係推定部１７２が相対位置関係を推定する方法の一例を示す。具体的に
は、全体関係推定部１７２は、図６に示すように、異なる分類の区画走行データの区画路
面画像の間の相対位置関係を、相対関係推定部１７０と同様の方法で推定する。このとき
、各区画走行データの区画路面画像は、相対関係推定部１７０で推定された基準位置への
変形量に基づき変形されている。異なる分類間では、走行経路が異なるため、区画路面画
像の共通部分が少なく、対応関係を求めることは難しくなるが、相対関係推定部１７０に
よって事前に基準位置への変形を適用されたことにより、走行データの位置誤差は低減さ
れているため、変形量の範囲を小さくすることができ、共通部分だけでも対応関係を求め
ることが容易となる。本実施の形態では、全体関係推定部１７２は、相対関係推定部１７
０によって設定された部分画像の各々を、共通部分として用いて変形量を算出する。
【００５５】
　そして、全体関係推定部１７２は、各地点の各区画に対し、分類毎に、当該分類に分類
された区画走行データの区画路面画像の各々について、ペアの各々に対して算出された相
対位置関係を表す変形量に基づいて、当該区画路面画像と、全体の基準となる仮想的な区
画路面画像との間の相対位置関係を表す変形量を推定する。
　例えば、分類ｐの区画走行データｉから、分類ｑの何れか１つの区画走行データｊへの
変形量をｙｐｉ，ｑｊとし、分類数がｒ個あるとすると、分類ｐの区画走行データｉから
全体の基準位置への変形量は以下の式で計算される。なお、区画路面画像から全体の基準
位置への変形量は、区画路面画像と、全体の基準となる仮想的な区画路面画像との間の相
対位置関係を表す変形量に対応する。
【００５６】
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【数３】

 
【００５７】
　ただし、ｙｐｉ，ｐｉ＝｛０，...，０｝とする。また、ｗｑは分類ｑの重みである。
例えば、全ての区画走行データの数に対する、分類ｑに属する区画走行データの数の割合
を、ｗｑとして用いることができる。これにより、各分類に属する区画走行データ数に応
じて重み付けした変形量が、全体の基準となる仮想的な区画路面画像との間の相対位置関
係を表す変形量になる。
【００５８】
　走行データ統合部１７４は、各地点の各区画に対し、分類毎に、当該分類に分類された
区画走行データの区画路面画像の各々について、相対関係推定部１７０によって当該区画
路面画像について推定された、基準となる仮想的な区画路面画像との間の相対位置関係を
表す変形量、及び全体関係推定部１７２によって当該区画路面画像について推定された、
全体の基準となる仮想的な区画路面画像との間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形
させ、変形した複数の区画路面画像を統合して、地図データベース１７６に登録する。
【００５９】
　具体的には、走行データ統合部１７４は、相対関係推定部１７０によって推定された分
類内での相対位置関係、および全体関係推定部１７２によって推定された分類間の相対位
置関係から、区画走行データの絶対位置を修正する。走行データ統合部１７４は、分類ｐ
の区画走行データｉの位置の修正は、区画走行データｉの区画路面画像の部分画像の各々
に対して、以下の変形量ｚｐｉを適用することで行う。
【００６０】

【数４】

 
【００６１】
　そして、走行データ統合部１７４は、修正されたすべての区画走行データを統合し、統
合された区画走行データの各々を、地図データとして地図データベース１７６に登録する
。走行データ統合部１７４は、図７に示すような、すべての区画路面画像を統合した路面
画像を生成する。統合された路面画像はすべての路面画像を重ねて画素値の平均をとった
画像とすることができる。この統合された路面画像、および位置が修正された、すべての
走行軌跡データを地図情報としてデータベースに登録する。
【００６２】
　地図データベース１７６には、走行データ統合部１７４によって登録された地図データ
が格納されている。
【００６３】
＜第１の実施の形態に係る地図生成装置１０の作用＞
　次に、第１の実施の形態に係る地図生成装置１０の作用について説明する。地図生成装
置１０を搭載した車両が走行し、外界観測センサ１２によって車両の周辺画像が取得され
、位置・運動計測センサ１４によって各時刻の車両の位置、方位、速度情報が計測されて
いるときに、走行軌跡生成部１６０は、位置・運動計測センサ１４によって計測された、
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各時刻の車両の位置、方位、及び速度情報に基づいて、車両の走行軌跡を生成する。また
、走行データ生成部１６２は、外界観測センサ１２によって取得された各時刻の車両の周
辺画像と、走行軌跡生成部１６０によって生成された車両の走行軌跡とに基づいて、車両
の走行軌跡に沿った路面を表す路面画像を生成し、走行軌跡と組み合わせて、路面画像に
絶対座標を付与する。そして、走行データ生成部１６２は、路面画像と走行軌跡とを組み
合わせて、絶対座標が付与された路面画像を表す走行データを生成する。次に、走行デー
タ蓄積部１６４は、走行データ生成部１６２によって生成された走行データの各々を、走
行データベース１６６に格納する。
【００６４】
　走行データベース１６６に複数の走行データが格納されると、地図生成装置１０は、予
め定められたタイミングで、各地点を対象として、図８に示す地図生成処理ルーチンを実
行する。
【００６５】
　ステップＳ１００において、走行データ分類部１６８は、走行データベース１６６に格
納された対象地点に対応する走行データの各々を、路面画像が表す路面の位置に応じて分
類する。ステップＳ１００は、図９に示す走行データ分類処理ルーチンによって実現され
る。
【００６６】
＜走行データ分類処理ルーチン＞
　ステップＳ２００において、走行データベース１６６に蓄積された当該対象地点の各走
行データの路面画像を、予め決められた絶対位置の区画毎に分割し、区画毎に分割された
区画路面画像を含む区画走行データを生成する。
【００６７】
　ステップＳ２０２において、上記ステップＳ２００で生成された区画走行データの各々
について、分類を未決定に設定する。
【００６８】
　ステップＳ２０４において、変数ｎに１を格納する。
【００６９】
　ステップＳ２０６において、分類が未決定である区画走行データが存在するか否かを判
定する。分類が未決定である区画走行データが存在する場合には、ステップＳ２０８へ進
む。一方、分類が未決定である区画走行データが存在しない場合には、ステップＳ２１６
へ進む。
【００７０】
　ステップＳ２０８において、分類が未決定である区画走行データを１つ選択し、選択し
た区画走行データを基準データに設定する。
【００７１】
　ステップＳ２１０において、上記ステップＳ２０８で設定された基準データの分類番号
を、上記ステップＳ２０４又は後述するステップＳ２１４で前回更新されたｎに設定する
。
【００７２】
　ステップＳ２１２において、上記ステップＳ２０８で設定された基準データに含まれる
走行軌跡と、他の区画走行データに含まれる走行軌跡の各々とに基づいて、基準データと
走行経路が同一である区画走行データの各々の分類番号を、上記ステップＳ２１０で設定
された分類番号ｎに設定し、ステップＳ２１４でｎをインクリメントして、ステップＳ２
０６へ戻る。
【００７３】
　ステップＳ２１６において、上記ステップＳ２１２で設定された分類結果を結果として
出力して、走行データ分類処理ルーチンを終了する。
【００７４】
　次に、地図生成処理ルーチンに戻り、ステップＳ１０２において、相対関係推定部１７
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０は、対象地点の各区画に対し、上記ステップＳ１００で出力された分類毎に、区画走行
データの区画路面画像の各々について、当該区画路面画像と他の区画路面画像とのペアの
各々に対し、ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出する。そして、相対関係推定部１
７０は、各区画に対し、分類毎に、当該分類に分類された区画走行データの区画路面画像
の各々について、ペアの各々に対して算出された相対位置関係を表す変形量に基づいて、
当該路面画像と、基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量を推定
する。ステップＳ１０２は、図１０に示す相対関係推定処理ルーチンによって実現される
。
【００７５】
＜相対関係推定処理ルーチン＞
　ステップＳ３００において、１つの区画を設定する。
【００７６】
　ステップＳ３０２において、１つの分類を設定する。
【００７７】
　ステップＳ３０４において、上記ステップＳ３００で設定された区画に属する区画走行
データであって、かつ上記ステップＳ３０２で設定された分類に属する区画走行データの
区画路面画像を１つ設定する。
【００７８】
　ステップＳ３０６において、上記ステップＳ３０４で設定された区画路面画像の部分画
像群を設定する。
【００７９】
　ステップＳ３０８において、上記ステップＳ３０６で設定された部分画像群に含まれる
部分画像の各々に対し設定された区画路面画像とは異なる他の区画路面画像の対応する部
分画像とのペアを設定する。そして、設定された区画路面画像の部分画像群に含まれる部
分画像の各々について、上記式（１）に従って、ペア間の相対位置関係を表す変形量を算
出する。
【００８０】
　ステップＳ３１０において、他の全ての区画路面画像との間で、上記ステップＳ３０８
の処理を実行したか否かを判定する。他の全ての区画路面画像との間で、上記ステップＳ
３０８の処理を実行した場合には、ステップＳ３１２へ進む。一方、他の全ての区画路面
画像との間で、上記ステップＳ３０８の処理を実行していない場合には、ステップＳ３０
８へ戻る。
【００８１】
　ステップＳ３１２において、上記ステップＳ３０６で設定された部分画像群に含まれる
全ての部分画像の各々について、上記ステップＳ３０８で算出された変形量の各々に基づ
いて、上記式（２）に従って、当該部分画像と、基準となる仮想的な路面画像の部分画像
との間の相対位置関係を表す変形量を推定する。
【００８２】
　ステップＳ３１４において、上記ステップＳ３０２で設定された分類に属する全ての区
画走行データの区画路面画像について、上記ステップＳ３０４～ステップＳ３１２の処理
を実行したか否かを判定する。分類に属する全ての区画走行データの区画路面画像につい
て、上記ステップＳ３０４～ステップＳ３１２の処理を実行した場合には、ステップＳ３
１６へ進む。一方、上記ステップＳ３０４～ステップＳ３１２の処理を実行していない区
画走行データの区画路面画像が存在する場合には、ステップＳ３０４へ戻る。
【００８３】
　ステップＳ３１６において、上記ステップＳ３００で設定された区画に属する全ての分
類について、上記ステップＳ３０２～ステップＳ３１４の処理を実行したか否かを判定す
る。上記ステップＳ３００で設定された区画に属する全ての分類について、上記ステップ
Ｓ３０２～ステップＳ３１４の処理を実行した場合には、ステップＳ３１８へ進む。一方
、上記ステップＳ３０２～ステップＳ３１４の処理を実行していない分類が存在する場合
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には、ステップＳ３０２へ戻る。
【００８４】
　ステップＳ３１８において、走行データの全ての区画について、上記ステップＳ３００
～ステップＳ３１６の処理を実行したか否かを判定する。全ての区画について、上記ステ
ップＳ３００～ステップＳ３１６の処理を実行した場合には、ステップＳ３２０へ進む。
一方、上記ステップＳ３００～ステップＳ３１６の処理を実行していない区画が存在する
場合には、ステップＳ３００へ戻る。
【００８５】
　ステップＳ３２０において、上記ステップＳ３１２で推定された変形量の各々を、結果
として出力して相対関係推定処理ルーチンを終了する。
【００８６】
　次に、地図生成処理ルーチンに戻り、ステップＳ１０４において、相対関係推定部１７
０は、区画路面画像の各々について、当該区画路面画像の部分画像を、上記ステップＳ１
０２で当該部分画像について推定された、基準となる仮想的な区画路面画像の部分画像と
の間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させる。
【００８７】
　ステップＳ１０６において、全体関係推定部１７２は、対象地点の各区画に対し、上記
ステップＳ１００で出力された分類毎に、区画走行データの区画路面画像の各々について
、上記ステップＳ１０４で変形された区画路面画像と、複数の分類の各々に分類され、か
つ、変形された他の区画路面画像とのペアの各々に対し、ペア間の相対位置関係を表す変
形量を算出する。そして、全体関係推定部１７２は、対象地点の各区画に対し、分類毎に
、当該分類に分類された区画走行データの区画路面画像の各々について、ペアの各々に対
して算出された相対位置関係を表す変形量に基づいて、当該区画路面画像と、全体の基準
となる仮想的な区画路面画像との間の相対位置関係を表す変形量を推定する。ステップＳ
１０６は、図１１に示す全体関係推定処理ルーチンによって実現される。
【００８８】
＜全体関係推定処理ルーチン＞
　ステップＳ４００において、１つの区画を設定する。
【００８９】
　ステップＳ４０２において、１つの分類を設定する。
【００９０】
　ステップＳ４０４において、上記ステップＳ４００で設定された区画に属する区画走行
データであって、かつ上記ステップＳ４０２で設定された分類に属する区画走行データの
区画路面画像を１つ設定する。
【００９１】
　ステップＳ４０６において、上記ステップＳ４０４で設定された区画路面画像の部分画
像群を設定する。
【００９２】
　ステップＳ４０８において、上記ステップＳ４０６で設定された部分画像群に含まれる
部分画像の各々に対し、１つの分類に属する区画走行データの区画路面画像の対応する部
分画像とのペアを設定する。そして、設定された区画路面画像の部分画像群に含まれる部
分画像の各々について、上記式（１）に従って、ペア間の相対位置関係を表す変形量を算
出する。
【００９３】
　ステップＳ４１０において、全ての分類との間で、上記ステップＳ４０８の処理を実行
したか否かを判定する。全ての分類との間で、上記ステップＳ４０８の処理を実行した場
合には、ステップＳ４１２へ進む。一方、全ての分類との間で、上記ステップＳ４０８の
処理を実行していない場合には、ステップＳ４０８へ戻る。
【００９４】
　ステップＳ４１２において、上記ステップＳ４０６で設定された部分画像群に含まれる



(17) JP 6589410 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

全ての部分画像の各々について、上記ステップＳ４０８で算出された変形量の各々に基づ
いて、上記式（２）に従って、当該部分画像と、全体の基準となる仮想的な路面画像との
間の相対位置関係を表す変形量を推定する。
【００９５】
　ステップＳ４１４において、上記ステップＳ４０２で設定された分類に属する全ての区
画走行データの区画路面画像について、上記ステップＳ４０４～ステップＳ４１２の処理
を実行したか否かを判定する。分類に属する全ての区画走行データの区画路面画像につい
て、上記ステップＳ４０４～ステップＳ４１２の処理を実行した場合には、ステップＳ４
１６へ進む。一方、上記ステップＳ４０４～ステップＳ４１２の処理を実行していない区
画走行データの区画路面画像が存在する場合には、ステップＳ４０４へ戻る。
【００９６】
　ステップＳ４１６において、上記ステップＳ４００で設定された区画に属する全ての分
類について、上記ステップＳ４０２～ステップＳ４１４の処理を実行したか否かを判定す
る。上記ステップＳ４００で設定された区画に属する全ての分類について、上記ステップ
Ｓ４０２～ステップＳ４１４の処理を実行した場合には、ステップＳ４１８へ進む。一方
、上記ステップＳ４０２～ステップＳ４１４の処理を実行していない分類が存在する場合
には、ステップＳ４０２へ戻る。
【００９７】
　ステップＳ４１８において、走行データの全ての区画について、上記ステップＳ４００
～ステップＳ４１６の処理を実行したか否かを判定する。全ての区画について、上記ステ
ップＳ４００～ステップＳ４１６の処理を実行した場合には、ステップＳ４２０へ進む。
一方、上記ステップＳ４００～ステップＳ４１６の処理を実行していない区画が存在する
場合には、ステップＳ４００へ戻る。
【００９８】
　ステップＳ４２０において、上記ステップＳ４１２で推定された変形量の各々を、結果
として出力して全体関係推定処理ルーチンを終了する。
【００９９】
　次に、地図生成処理ルーチンに戻り、ステップＳ１０８において、走行データ統合部１
７４は、対象地点の各区画に対し、分類毎に、当該分類に分類された区画走行データの区
画路面画像の各々について、上記ステップＳ１０２で推定された変形量、及び上記ステッ
プＳ１０６で推定された変形量に応じて変形させ、変形した複数の区画路面画像を統合す
る。
【０１００】
　ステップＳ１１０において、走行データ統合部１７４は、上記ステップＳ１０８で統合
されたデータを地図データベース１７６に登録して、地図生成処理ルーチンを終了する。
【０１０１】
　以上説明したように、本実施の形態に係る地図生成装置によれば、車両の走行軌跡に沿
って登録された路面を表す複数の路面画像であって、かつ車両に搭載されたセンサから得
られた周辺環境情報に基づき生成された複数の路面画像を蓄積したデータベースに基づい
て、路面画像の各々について、当該路面画像と、基準となる仮想的な路面画像との間の相
対位置関係を表す変形量を推定し、当該路面画像を推定された変形量に応じて変形させ、
路面画像と、全体の基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量を推
定し、複数の路面画像の各々を、基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表
す変形量、及び全体の基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量に
応じて変形させ、変形した複数の路面画像を統合して、地図データに登録することにより
、車両の絶対位置について計測誤差が発生している場合であっても、車両の走行経路を考
慮して精度よく地図データを生成することができる。
【０１０２】
　また、位置・運動計測センサが安価であることにより絶対位置の計測に誤差を含む場合
であっても、絶対位置の計測に誤差を含むデータから高精度な地図データを生成すること
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ができる。
【０１０３】
　絶対位置の計測には走行ごとに誤差が含まれるため、複数回の走行データをまとめて１
つの地図を生成するとずれが発生し、正しく地図を生成することができないが、複数の走
行データ間の相対位置関係を推定し、走行データ間の相対位置関係を考慮して、全体を統
合することで、各走行で生じる位置の誤差を低減し、ずれのない高精度な地図データを生
成することができる。
【０１０４】
［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、第１の実施の形態と同様の
構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
【０１０５】
　第２の実施の形態では、区画走行データを分類せず、分類間の相対位置関係を推定しな
い点が、第１の実施の形態と異なっている。
【０１０６】
　＜第２の実施の形態に係る地図生成装置２１０の構成＞
　第２の実施の形態に係る地図生成装置２１０のコンピュータ２１６は、図１２に示すよ
うに、位置・運動計測センサ１４によって計測された車両の位置、方位、及び速度情報に
基づいて、車両の走行軌跡を生成する走行軌跡生成部１６０と、外界観測センサ１２によ
って取得された車両の周辺画像と、走行軌跡生成部１６０によって生成された車両の走行
軌跡とに基づいて、車両の走行軌跡に沿った路面を表す路面画像を生成し、路面画像と走
行軌跡との組み合わせを表す走行データを生成する走行データ生成部１６２と、走行デー
タ生成部１６２によって生成された走行データの各々を、走行軌跡の位置に対応させて走
行データベース１６６に格納する走行データ蓄積部１６４と、走行データ生成部１６２に
よって生成された走行データの各々が格納される走行データベース１６６と、各地点に対
し、当該地点の走行データの各々について、路面画像と基準となる仮想的な路面画像との
間の相対位置関係を表す変形量を推定する相対関係推定部２７０と、走行データベース１
６６に格納された走行データの路面画像の各々を、相対関係推定部１７０によって当該路
面画像について推定された変形量に応じて変形させ、変形した複数の路面画像を統合して
、地図データベース１７６に登録する走行データ統合部２７４と、走行データ統合部２７
４によって登録された地図データが格納される地図データベース１７６とを備えている。
なお、走行データ統合部２７４は、統合手段の一例である。
【０１０７】
　相対関係推定部２７０は、各地点の各区画に対し、区画走行データの区画路面画像の各
々について、当該区画路面画像と他の区画路面画像とのペアの各々に対し、相対関係推定
部１７０と同様に、ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出する。そして、相対関係推
定部２７０は、各地点の各区画に対し、区画走行データの区画路面画像の各々について、
ペアの各々に対して算出された相対位置関係を表す変形量に基づいて、相対関係推定部１
７０と同様に、当該区画路面画像と、基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係
を表す変形量を推定する。
【０１０８】
　走行データ統合部２７４は、各地点の各区画に対し、区画走行データの区画路面画像の
各々について、相対関係推定部１７０によって当該区画路面画像について推定された、基
準となる仮想的な区画路面画像との間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させ、変
形した複数の区画路面画像を統合して、地図データベース１７６に登録する。
【０１０９】
＜第２の実施の形態に係る地図生成装置２１０の作用＞
　次に、第２の実施の形態に係る地図生成装置２１０の作用について説明する。地図生成
装置２１０を搭載した車両が走行し、外界観測センサ１２によって車両の周辺画像が取得
され、位置・運動計測センサ１４によって各時刻の車両の位置、方位、速度情報が計測さ
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れているときに、走行軌跡生成部１６０は、位置・運動計測センサ１４によって計測され
た、各時刻の車両の位置、方位、及び速度情報に基づいて、車両の走行軌跡を生成する。
また、走行データ生成部１６２は、外界観測センサ１２によって取得された各時刻の車両
の周辺画像と、走行軌跡生成部１６０によって生成された車両の走行軌跡とに基づいて、
車両の走行軌跡に沿った路面を表す路面画像を生成し、走行軌跡と組み合わせて、路面画
像に絶対座標を付与する。そして、走行データ生成部１６２は、路面画像と走行軌跡とを
組み合わせて、絶対座標が付与された路面画像を表す走行データを生成する。次に、走行
データ蓄積部１６４は、走行データ生成部１６２によって生成された走行データの各々を
、走行データベース１６６に格納する。
【０１１０】
　走行データベース１６６に複数の走行データが格納されると、地図生成装置１０は、予
め定められたタイミングで、各地点を対象として、図１３に示す地図生成処理ルーチンを
実行する。
【０１１１】
　ステップＳ５０２において、相対関係推定部２７０は、対象地点の各区画に対し、区画
走行データの区画路面画像の各々について、当該区画路面画像と他の区画路面画像とのペ
アの各々に対し、上記第１の実施の形態で説明したステップＳ３０８と同様に、ペア間の
相対位置関係を表す変形量を算出する。そして、相対関係推定部１７０は、対象地点の各
区画に対し、区画走行データの区画路面画像の各々について、ペアの各々に対して算出さ
れた相対位置関係を表す変形量に基づいて、上記第１の実施の形態で説明したステップＳ
３１２と同様に、当該区画路面画像と、基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関
係を表す変形量を推定する。ステップＳ５０２は、図１４に示す相対関係推定処理ルーチ
ンによって実現される。
【０１１２】
　ステップＳ５０８において、走行データ統合部２７４は、対象地点の各区画に対し、区
画走行データの区画路面画像の各々について、上記ステップＳ５０２で推定された、当該
区画路面画像と、基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量に応じ
て変形させ、変形した複数の区画路面画像を統合する。
【０１１３】
　なお、第２の実施の形態に係る地図生成装置２１０の他の構成及び作用については、第
１の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１１４】
　以上説明したように、本実施の形態に係る地図生成装置によれば、車両の走行軌跡に沿
って登録された路面を表す複数の路面画像であって、かつ車両に搭載されたセンサから得
られた周辺環境情報に基づき生成された複数の路面画像を蓄積したデータベースに基づい
て、対応する路面画像の各々について、当該路面画像と他の路面画像とのペアの各々に対
し、当該ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、ペアの各々に対して算出された相
対位置関係を表す変形量に基づいて、路面画像と、基準となる仮想的な路面画像との間の
相対位置関係を表す変形量を推定し、複数の路面画像の各々を、路面画像について推定さ
れた、基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させ
、変形した複数の路面画像を統合して、地図データに登録することにより、車両の絶対位
置について計測誤差が発生している場合であっても、精度よく地図データを生成すること
ができる。
【０１１５】
［第３の実施の形態］
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。なお、第１又は第２の実施の形態
と同様の構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
【０１１６】
　第３の実施の形態に係る地図生成装置は、レーザレーダによって計測された３次元点群
データに基づいて路面画像を生成し、地図データを生成する点が、第１又は第２の実施の
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形態と異なっている。
【０１１７】
＜第３の実施の形態に係る地図生成装置３１０の構成＞
　図１５に示すように、本発明の第３の実施の形態に係る地図生成装置３１０は、車両の
周辺環境を計測する外界観測センサ３１２と、車両の位置情報及び運動情報を計測する位
置・運動計測センサ１４と、外界観測センサ３１２によって取得された周辺環境情報と、
位置・運動計測センサ１４によって計測された車両の位置情報及び運動情報とに基づいて
、地図データを生成するコンピュータ３１６とを備えている。
【０１１８】
　第３の実施の形態では、外界観測センサ３１２としてレーザレーダを用いる場合を例に
説明する。外界観測センサ３１２は、車両の周辺環境情報として、レーザレーダにより計
測した車両の周辺の３次元点群データを取得する。
【０１１９】
　コンピュータ３１６は、ＣＰＵ、後述する地図生成処理ルーチンを実現するためのプロ
グラムを記憶したＲＯＭ、データを一時的に記憶するＲＡＭ、及びＨＤＤ等の記憶装置で
構成され、機能的には次に示すように構成されている。
【０１２０】
　コンピュータ３１６は、図１５に示すように、走行軌跡生成部１６０と、位置・運動計
測センサ１４によって計測された車両の位置、方位、及び速度情報と、外界観測センサ３
１２によって取得された車両の周辺の３次元点群データと、走行軌跡生成部１６０によっ
て生成された車両の走行軌跡とに基づいて、車両の走行軌跡に沿った路面を表す路面画像
を生成し、路面画像と走行軌跡との組み合わせを表す走行データを生成する走行データ生
成部３６２と、走行データ蓄積部１６４と、走行データベース１６６と、走行データ分類
部１６８と、相対関係推定部１７０と、全体関係推定部１７２と、走行データ統合部１７
４と、地図データベース１７６とを備えている。
【０１２１】
　走行データ生成部３６２は、図１６に示すように、立体物判定部３６４と、グルーピン
グ部３６６と、移動物判定部３６８と、２次元画像生成部３７０とを備えている。
【０１２２】
　立体物判定部３６４は、外界観測センサ３１２によって取得された車両の周辺の３次元
点群データに基づいて、３次元点群データに対して立体物判定を行い、３次元点群データ
を、路面を表す３次元点群データと立体物を表す３次元点群データとに分類する。３次元
点群データの各点が立体物の点であるか否かの判定には、局所的な高さの分布を利用する
。
【０１２３】
　図１７に、局所的な高さを推定するための方法の一例を示す。具体的には、立体物判定
部３６４は、外界観測センサ３１２によって取得された３次元点群データに基づいて、図
１７に示すように、所定の大きさで区切られた２次元グリッドに３次元点群データの各点
を投票する。そして、立体物判定部３６４は、２次元グリッドの各グリッドに対して、投
票された３次元点の高さの分布を計算し、計算された高さが予め定められたしきい値以上
であれば、当該グリッドに投票された３次元点は立体物の点であると判定する。一方、立
体物判定部３６４は、計算された高さが予め定められたしきい値より小さければ、当該グ
リッドに投票された３次元点は路面の点であると判定する。
【０１２４】
　グルーピング部３６６は、立体物判定部３６４によって立体物の点であると判定された
３次元点群データに対し、グルーピングを行い、３次元点群データを複数のグループに分
類する。具体的には、グルーピング部３６６は、立体物判定部３６４によって立体物の点
と判定された３次元点群データの３次元点の各々に対し、３次元空間上での距離が予め定
められた値未満の点同士を同じグループに属するとしてまとめ、３次元点群データを複数
のグループに分類する。
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【０１２５】
　移動物判定部３６８は、位置・運動計測センサ１４によって計測された車両の位置、方
位、及び速度情報と、グルーピング部３６６によって分類された３次元点群データの複数
のグループとに基づいて、当該グループを時刻間で追跡する。そして、移動物判定部３６
８は、当該グループの移動速度及び移動方向と位置・運動計測センサ１４によって計測さ
れた車両の方位、及び速度情報とを比較し、自車両の運動と異なるグループを移動立物体
と判定する。
【０１２６】
　例えば、移動物判定部３６８は、３次元点群データの複数のグループの各々について、
位置・運動計測センサ１４によって計測された自車両の速度情報と当該グループの移動速
度との差分を算出し、算出された差分が予め定められた第１の閾値以下であって、かつ当
該グループの移動方向が自車両の進行方向と同じである場合には、自車両の進行方向と同
じ方向に移動する移動立体物であると判定する。
【０１２７】
　また、移動物判定部３６８は、３次元点群データの複数のグループの各々について、位
置・運動計測センサ１４によって計測された自車両の速度情報とグループの移動速度との
差分を算出し、算出された差分が予め定められた第２の閾値以上であって、かつ当該グル
ープの移動方向が自車両の進行方向と反対方向である場合には、自車両の進行方向と反対
方向に移動する移動立体物であると判定する。
【０１２８】
　また、移動物判定部３６８は、３次元点群データの複数のグループの各々について、位
置・運動計測センサ１４によって計測された自車両の速度情報とグループの移動速度との
差分を算出し、算出された差分が予め定められた第２の閾値未満であって、かつ当該グル
ープの移動方向が自車両の進行方向と反対方向である場合には、静止立体物であると判定
する。
【０１２９】
　２次元画像生成部３７０は、移動物判定部３６８によって静止立体物であると判定され
たグループの３次元点群データに基づいて、路面画像を生成する。具体的には、２次元画
像生成部３７０は、移動物判定部３６８によって静止立体物であると判定されたグループ
の３次元点群データの各点を、２次元グリッドへ投票することで路面画像を生成する。
【０１３０】
　図１８に、２次元画像生成部３７０が生成する路面画像の一例を示す。例えば、２次元
画像生成部３７０は、図１８（Ａ）に示すように、３次元点群データの静止立体物の点の
みをプロットしたエッジ点画像を路面画像として生成することができる。また、２次元画
像生成部３７０は、図１８（Ｂ）に示すように、３次元点群データの静止立体物の高さま
たは反射強度を画素値とした画像を路面画像として生成することができる。
【０１３１】
　なお、２次元画像生成部３７０が生成した路面画像から相対位置関係を表す変形量を推
定する場合には、外界観測センサにカメラを用いた上記第１又は第２の実施の形態と同様
に、上記式（１）のマッチングコストに基づくコスト計算を用いることができる。
【０１３２】
　なお、第３の実施の形態に係る地図生成装置３１０の他の構成及び作用については、第
１の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１３３】
　以上説明したように、本実施の形態に係る地図生成装置によれば、車両の走行軌跡に沿
って登録された路面を表す複数の路面画像であって、かつ車両に搭載されたセンサから得
られた３次元点群データに基づき生成された複数の路面画像を蓄積したデータベースに基
づいて、対応する路面画像の各々について、当該路面画像と他の路面画像とのペアの各々
に対し、当該ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出し、ペアの各々に対して算出され
た相対位置関係を表す変形量に基づいて、路面画像と、基準となる仮想的な路面画像との
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間の相対位置関係を表す変形量を推定し、複数の路面画像の各々を、路面画像について推
定された、基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形
させ、変形した複数の路面画像を統合して、地図データに登録することにより、車両の絶
対位置について計測誤差が発生している場合であっても、精度よく地図データを生成する
ことができる。
【０１３４】
　なお、第３の実施の形態を、第２の実施の形態に適用させてもよい。
【０１３５】
［第４の実施の形態］
　次に、本発明の第４の実施の形態について説明する。なお、第１～第３の実施の形態と
同様の構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
【０１３６】
　第４の実施の形態に係る地図生成装置は、レーザレーダによって計測された３次元点群
データから地図データを生成する点が、第１～第３の実施の形態と異なっている。
【０１３７】
＜第４の実施の形態に係る地図生成装置４１０の構成＞
　図１９に示すように、本発明の第４の実施の形態に係る地図生成装置４１０は、車両の
周辺環境を計測する外界観測センサ３１２と、車両の位置情報及び運動情報を計測する位
置・運動計測センサ１４と、外界観測センサ３１２によって取得された周辺環境情報と、
位置・運動計測センサ１４によって計測された車両の位置情報及び運動情報とに基づいて
、地図データを生成するコンピュータ４１６とを備えている。
【０１３８】
　第４の実施の形態では、第３の実施の形態と同様に、外界観測センサ３１２としてレー
ザレーダを用いる場合を例に説明する。外界観測センサ３１２は、車両の周辺環境情報と
して、レーザレーダにより計測した車両の周辺の３次元点群データを取得する。
【０１３９】
　コンピュータ４１６は、ＣＰＵ、後述する地図生成処理ルーチンを実現するためのプロ
グラムを記憶したＲＯＭ、データを一時的に記憶するＲＡＭ、及びＨＤＤ等の記憶装置で
構成され、機能的には次に示すように構成されている。
【０１４０】
　コンピュータ４１６は、図１９に示すように、走行軌跡生成部１６０と、位置・運動計
測センサ１４によって計測された車両の位置、方位、及び速度情報と、外界観測センサ３
１２によって取得された車両の周辺の３次元点群データと、走行軌跡生成部１６０によっ
て生成された車両の走行軌跡とに基づいて、車両の走行軌跡に沿った３次元点群データを
生成し、３次元点群データと走行軌跡との組み合わせを表す走行データを生成する走行デ
ータ生成部４６２と、走行データ生成部４６２によって生成された走行データの各々を、
走行軌跡の位置に対応させて走行データベース４６６に格納する走行データ蓄積部１６４
と、走行データ生成部４６２によって生成された走行データの各々が格納される走行デー
タベース４６６と、各地点に対し、走行データベース４６６に格納された当該地点の走行
データの各々を、３次元点群データが表す路面の位置に応じて分類する走行データ分類部
４６８と、各地点に対し、分類毎に、当該分類に属する走行データの各々について、３次
元点群データと基準となる仮想的な３次元点群データとの間の相対位置関係を表す変形量
を推定する相対関係推定部４７０と、各地点に対し、当該地点の走行データの各々につい
て、３次元点群データと全体の基準となる仮想的な３次元点群データとの間の相対位置関
係を表す変形量を推定する全体関係推定部４７２と、走行データベース４６６に格納され
た走行データの３次元点群データの各々を、相対関係推定部４７０によって当該３次元点
群データについて推定された変形量、及び全体関係推定部４７２によって当該３次元点群
データについて推定された変形量に応じて変形させ、変形した複数の３次元点群データを
統合して、地図データベース４７６に登録する走行データ統合部４７４と、走行データ統
合部４７４によって登録された地図データが格納される地図データベース４７６とを備え
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【０１４１】
　走行データ生成部４６２は、図２０に示すように、立体物判定部３６４と、グルーピン
グ部３６６と、移動物判定部３６８と、データ生成部４６４とを備えている。
【０１４２】
　データ生成部４６４は、移動物判定部３６８によって静止立体物であると判定されたグ
ループの３次元点群データと、立体物判定部３６４によって路面を表すと判定された３次
元点群データと、走行軌跡生成部１６０によって生成された車両の走行軌跡とに基づいて
、車両の走行軌跡に沿った３次元点群データを生成し、３次元点群データと走行軌跡との
組み合わせを表す走行データを生成する。
【０１４３】
　走行データ分類部４６８は、各地点に対し、走行データベース１６６に格納された当該
地点に対応する走行データの各々を、３次元点群データが表す路面の位置に応じて分類す
る。具体的には、走行データ分類部４６８は、各地点に対し、走行データベース１６６に
蓄積された当該地点の各走行データの３次元点群データを、予め決められた絶対位置の区
画毎に分割し、区画毎に分割された区画３次元点群データを含む区画走行データを生成す
る。次に、走行データ分類部４６８は、同じ区画の区画走行データを、当該区画走行デー
タに対応する走行データに含まれる走行軌跡から得られる車両の走行経路に応じて分類す
る。
【０１４４】
　相対関係推定部４７０は、各地点の各区画に対し、分類毎に、走行データ分類部４６８
によって当該分類に分類された区画走行データの区画３次元点群データの各々について、
当該区画３次元点群データと他の区画３次元点群データとのペアの各々に対し、ペア間の
相対位置関係を表す変形量を算出する。
【０１４５】
　図２１及び図２２に、同一の分類に属する区画３次元点群データの各々について、複数
の３次元点での対応を求める方法の一例を示す。例えば、相対関係推定部４７０は、複数
の３次元点での対応を求める方法として、区画３次元点群データの各々について、区画３
次元点群データから図２１（Ａ）に示すような部分点群を抽出し、部分点群毎に、図２１
（Ｂ）に示すような他の区画３次元点群データの部分点群とマッチングを行い、対応関係
を求める。
【０１４６】
　具体的には、相対関係推定部４７０は、上記図２１で示した２つの部分点群について、
図２２に示すように、一方の区画３次元点群データの部分点群の各点に対し、もう一方の
他の区画３次元点群データの部分点群のうち最も近い点を求める。
　そして、相対関係推定部４７０は、一方の区画３次元点群データの部分点群の各点に対
し、当該点と当該点と最も近い点との距離の和をマッチングコストとして計算する。２つ
の区間走行データの部分領域の点群をＡ，Ｂとし、変形量をｘとすると、マッチングコス
トは以下の式により計算される。
【０１４７】
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【数５】

 
【０１４８】
　ｄｎｅａｒ（ｖ，Ｂ）は、点群Ａの点ｖと、点ｖに最も近い点群Ｂの点（ｗ∈Ｂ）との
距離を表し、上記の式で計算される。なお、｜・｜２はＬ２ノルムを表す。また、外れ値
に対応するため、ｄｎｅａｒ（ｖ，Ｂ）の上限値を設定してもよい。
【０１４９】
　そして、相対関係推定部４７０は、同一の分類に属する区画３次元点群データの各々に
ついて、上記式に従って算出されるマッチングコストが最小となる変形量ｘを推定する。
【０１５０】
　また、相対関係推定部４７０は、区画３次元点群データの各々について、当該区画３次
元点群データの部分点群を、部分点群について推定された、基準となる仮想的な区画３次
元点群データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させる。
【０１５１】
　全体関係推定部４７２は、各地点の各区画に対し、分類毎に、走行データ分類部４６８
によって当該分類に分類された区画走行データの区画３次元点群データの各々について、
相対関係推定部４７０によって変形された区画３次元点群データと、各分類に分類され、
かつ、変形された他の区画３次元点群データとのペアの各々に対し、ペア間の相対位置関
係を表す変形量を算出する。
【０１５２】
　走行データ統合部４７４は、各地点の各区画に対し、分類毎に、当該分類に分類された
区画走行データの区画３次元点群データの各々について、相対関係推定部４７０によって
当該区画３次元点群データについて推定された、基準となる仮想的な区画３次元点群デー
タとの間の相対位置関係を表す変形量、及び全体関係推定部４７２によって当該区画３次
元点群データについて推定された、全体の基準となる仮想的な区画３次元点群データとの
間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させ、変形した複数の区画３次元点群データ
を統合して、地図データとして地図データベース４７６に登録する。
【０１５３】
＜第４の実施の形態に係る地図生成装置４１０の作用＞
　次に、第４の実施の形態に係る地図生成装置４１０の作用について説明する。地図生成
装置４１０を搭載した車両が走行し、外界観測センサ３１２によって車両の周辺の３次元
点群データが取得され、位置・運動計測センサ１４によって各時刻の車両の位置、方位、
速度情報が計測されているときに、走行軌跡生成部１６０は、位置・運動計測センサ１４
によって計測された、各時刻の車両の位置、方位、及び速度情報に基づいて、車両の走行
軌跡を生成する。また、走行データ生成部４６２は、外界観測センサ３１２によって取得
された各時刻の車両の周辺の３次元点群データと、走行軌跡生成部１６０によって生成さ
れた車両の走行軌跡とに基づいて、車両の走行軌跡に沿った３次元点群データを生成し、
走行軌跡と組み合わせて、３次元点群データに絶対座標を付与する。そして、走行データ
生成部４６２は、３次元点群データと走行軌跡とを組み合わせて、絶対座標が付与された
３次元点群データを表す走行データを生成する。次に、走行データ蓄積部１６４は、走行
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データ生成部４６２によって生成された走行データの各々を、走行データベース４６６に
格納する。
【０１５４】
　走行データベース４６６に複数の走行データが格納されると、地図生成装置４１０は、
予め定められたタイミングで、各地点を対象として、図２３に示す地図生成処理ルーチン
を実行する。
【０１５５】
　ステップＳ１００において、走行データ分類部４６８は、走行データベース４６６に格
納された対象地点に対応する走行データの各々を、３次元点群データが表す路面の位置に
応じて分類する。ステップＳ１００は、上記図９に示す走行データ分類処理ルーチンによ
って実現される。
【０１５６】
　次に、ステップＳ６０２において、相対関係推定部４７０は、対象地点の各区画に対し
、上記ステップＳ１００で出力された分類毎に、区画走行データの区画３次元点群データ
の各々について、当該区画３次元点群データと他の区画３次元点群データとのペアの各々
に対し、ペア間の相対位置関係を表す変形量を算出する。そして、相対関係推定部４７０
は、各区画に対し、分類毎に、当該分類に分類された区画走行データの区画３次元点群デ
ータの各々について、ペアの各々に対して算出された相対位置関係を表す変形量に基づい
て、当該３次元点群データと、基準となる仮想的な３次元点群データとの間の相対位置関
係を表す変形量を推定する。ステップＳ６０２は、図２４に示す相対関係推定処理ルーチ
ンによって実現される。
【０１５７】
　次に、ステップＳ６０４において、相対関係推定部４７０は、区画３次元点群データの
各々について、当該区画３次元点群データの部分点群を、上記ステップＳ６０２で当該部
分点群について推定された、基準となる仮想的な区画３次元点群データの部分点群との間
の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させる。
【０１５８】
　ステップＳ６０６において、全体関係推定部４７２は、対象地点の各区画に対し、上記
ステップＳ１００で出力された分類毎に、区画走行データの区画３次元点群データの各々
について、上記ステップＳ６０４で変形された区画３次元点群データと、複数の分類の各
々に分類され、かつ、変形された他の区画３次元点群データとのペアの各々に対し、ペア
間の相対位置関係を表す変形量を算出する。そして、全体関係推定部４７２は、対象地点
の各区画に対し、分類毎に、当該分類に分類された区画走行データの区画３次元点群デー
タの各々について、ペアの各々に対して算出された相対位置関係を表す変形量に基づいて
、当該区画３次元点群データと、全体の基準となる仮想的な区画３次元点群データとの間
の相対位置関係を表す変形量を推定する。ステップＳ６０６は、図２５に示す全体関係推
定処理ルーチンによって実現される。
【０１５９】
　次に、ステップＳ６０８において、走行データ統合部４７４は、対象地点の各区画に対
し、分類毎に、当該分類に分類された区画走行データの区画３次元点群データの各々につ
いて、上記ステップＳ６０２で推定された変形量、及び上記ステップＳ６０６で推定され
た変形量に応じて変形させ、変形した複数の区画３次元点群データを統合する。
【０１６０】
　なお、第４の実施の形態に係る地図生成装置４１０の他の構成及び作用については、第
１又は第３の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１６１】
　以上説明したように、本実施の形態に係る地図生成装置によれば、車両の走行軌跡に沿
って登録された路面を表す複数の３次元点群データであって、かつ車両に搭載されたセン
サから得られた周辺環境情報に基づき生成された複数の３次元点群データを蓄積したデー
タベースに基づいて、対応する３次元点群データの各々について、当該３次元点群データ



(26) JP 6589410 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

と他の３次元点群データとのペアの各々に対し、当該ペア間の相対位置関係を表す変形量
を算出し、ペアの各々に対して算出された相対位置関係を表す変形量に基づいて、３次元
点群データと、基準となる仮想的な３次元点群データとの間の相対位置関係を表す変形量
を推定し、複数の３次元点群データの各々を、３次元点群データについて推定された、基
準となる仮想的な３次元点群データとの間の相対位置関係を表す変形量に応じて変形させ
、変形した複数の３次元点群データを統合して、地図データに登録することにより、車両
の絶対位置について計測誤差が発生している場合であっても、精度よく地図データを生成
することができる。
【０１６２】
　なお、第４の実施の形態を、第２の実施の形態に適用させてもよい。
【０１６３】
［第５の実施の形態］
　次に、本発明の第５の実施の形態について説明する。なお、第１又は第２の実施の形態
と同様の構成となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
【０１６４】
　第５の実施の形態に係る地図生成システムでは、地図生成装置が車両に搭載されず、複
数の車両から送信された車両情報に基づいて地図データを生成する点が、第１又は第２の
実施の形態と異なっている。
【０１６５】
＜第５の実施の形態に係る地図生成システム５００の構成＞
　図２６に示すように、本発明の第５の実施の形態に係る地図生成システム５００は、車
両に備えられた車載装置５０２と、車載装置５０２から送信された車両情報を受信して、
車両情報に応じて地図データを生成する地図生成装置５１０とを備えている。車載装置５
０２と地図生成装置５１０とは、インターネットなどのネットワーク５０９を介して接続
されている。
【０１６６】
［車載装置５０２］
　車載装置５０２は、車両の周辺環境を計測する外界観測センサ１２と、車両の位置情報
及び運動情報を計測する位置・運動計測センサ１４と、外界観測センサ１２によって取得
された周辺環境情報と、位置・運動計測センサ１４によって計測された車両の位置情報及
び運動情報とを、車両情報として地図生成装置５１０へ送信するコンピュータ５０４とを
備えている。車載装置５０２は車両に搭載される。
【０１６７】
　コンピュータ５０４は、ＣＰＵと、ＲＡＭと、各処理ルーチンを実行するためのプログ
ラムを記憶したＲＯＭとを備え、機能的には次に示すように構成されている。コンピュー
タ５０４は、外界観測センサ１２によって取得された周辺環境情報と、位置・運動計測セ
ンサ１４によって計測された車両の位置情報及び運動情報とを、車両情報として取得する
情報取得部５０６と、情報取得部５０６によって取得された車両情報を、地図生成装置５
１０へ送信する通信部５０８とを備えている。
【０１６８】
　情報取得部５０６は、外界観測センサ１２によって取得された各時刻の周辺環境情報と
、位置・運動計測センサ１４によって計測された車両の各時刻の位置情報及び運動情報と
を、車両情報として取得する。
【０１６９】
　通信部５０８は、情報取得部５０６によって取得された車両情報を、地図生成装置５１
０へ送信する
【０１７０】
［地図生成装置５１０］
　地図生成装置５１０は、ＣＰＵ、後述する各処理ルーチンを実現するためのプログラム
等を記憶したＲＯＭ、データを一時的に記憶するＲＡＭ、記憶手段としてのメモリ、ネッ
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トワークインタフェース等を含むサーバで構成されており、機能的には、車載装置５０２
から送信された車両情報を受信し、受信した車両情報を車両情報データベース５１４に登
録する通信部５１２と、車両情報が格納されている車両情報データベース５１４と、車両
情報データベース５１４に格納された車両情報に基づいて、車両の走行軌跡を生成する走
行軌跡生成部１６０と、車両情報データベース５１４に格納された車両情報と、走行軌跡
生成部１６０によって生成された車両の走行軌跡とに基づいて、車両の走行軌跡に沿った
路面を表す路面画像を生成し、路面画像と走行軌跡との組み合わせを表す走行データを生
成する走行データ生成部１６２と、走行データ生成部１６２によって生成された走行デー
タの各々を、走行軌跡の位置に対応させて走行データベース１６６に格納する走行データ
蓄積部１６４と、走行データ生成部１６２によって生成された走行データの各々が格納さ
れる走行データベース１６６と、各地点に対し、走行データベース１６６に格納された当
該地点の走行データの各々を、路面画像が表す路面の位置に応じて分類する走行データ分
類部１６８と、各地点に対し、分類毎に、当該分類に属する走行データの各々について、
路面画像と基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量を推定する相
対関係推定部１７０と、各地点に対し、当該地点の走行データの各々について、路面画像
と全体の基準となる仮想的な路面画像との間の相対位置関係を表す変形量を推定する全体
関係推定部１７２と、走行データベース１６６に格納された走行データの路面画像の各々
を、相対関係推定部１７０によって当該路面画像について推定された変形量、及び全体関
係推定部１７２によって当該路面画像について推定された変形量に応じて変形させ、変形
した複数の路面画像を統合して、地図データベース１７６に登録する走行データ統合部１
７４と、走行データ統合部１７４によって登録された地図データが格納される地図データ
ベース１７６とを備えている。なお、走行データ統合部１７４は、統合手段の一例であり
、走行データ分類部１６８は、分類手段の一例である。
【０１７１】
　通信部５１２は、車両の車載装置５０２から送信された車両情報を受信する。また、通
信部５１２は、受信した車両情報を車両情報データベース５１４へ格納する。
【０１７２】
　車両情報データベース５１４には、通信部５１２により受信した車両情報の各々が格納
されている。車両情報は、車両の外界観測センサ１２によって取得された各時刻の周辺環
境情報と、車両の位置・運動計測センサ１４によって計測された車両の各時刻の位置情報
及び運動情報とを表す。
【０１７３】
　走行軌跡生成部１６０は、車両情報データベース５１４に格納された車両情報の各々に
ついて、車両情報の各時刻の車両の位置、方位、及び速度情報に基づいて、車両の走行軌
跡を生成する。
【０１７４】
　走行データ生成部１６２は、車両情報データベース５１４に格納された車両情報の各々
について、車両情報の各時刻の車両の周辺画像と、走行軌跡生成部１６０によって生成さ
れた車両の走行軌跡とに基づいて、車両の走行軌跡に沿った路面を表す路面画像を生成し
、走行軌跡と組み合わせて、路面画像に絶対座標を付与する。
【０１７５】
　なお、第３の実施の形態に係る地図生成システム５００の他の構成及び作用については
、第１の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１７６】
　以上説明したように、本実施の形態に係る地図生成装置によれば、複数の車両から得ら
れた車両情報に基づいて、車両の絶対位置について計測誤差が発生している場合であって
も、精度よく地図データを生成することができる。
【０１７７】
　　なお、第５の実施の形態を、第３又は第４の実施の形態に適用させてもよい。
【０１７８】
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　なお、本発明は、各図を用いて説明した実施の形態例に限定されるものではなく、その
要旨を逸脱しない範囲において種々変更して適用することが可能である。
【０１７９】
　本発明のプログラムは、記憶媒体に格納して提供するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１８０】
１０，２１０，３１０，４１０，５１０　地図生成装置
１２，３１２　外界観測センサ
１４　位置・運動計測センサ
１６，２１６，３１６，４１６，５０４　コンピュータ
１６０ 走行軌跡生成部
１６２，３６２，４６２　走行データ生成部
１６４ 走行データ蓄積部
１６６，４６６　走行データベース
１６８，４６８　走行データ分類部
１７０，２７０，４７０　相対関係推定部
１７２，４７２　全体関係推定部
１７４，２７４，４７４　走行データ統合部
１７６，４７６　地図データベース
３６４ 立体物判定部
３６６ グルーピング部
３６８ 移動物判定部
３７０ ２次元画像生成部
４６４ データ生成部
５００ 地図生成システム
５０２ 車載装置
５０６ 情報取得部
５０８，５１２　通信部
５０９ ネットワーク
５１４ 車両情報データベース
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